
① 商店街事務所への通達、申込み

② 同商店街担当理事への通達、内容説明等

③ 同商店街担当理事の承諾

④ 現場下見・撮影使用箇所の選定

⑤ 請求額の算出

⑥ 各交渉、否決など

⑦ 警察署届出

⑧ 撮影許可申請

⑨ 同商店街担当理事承認

⑩ 撮影許可証発行(当組合発行)

⑪ 撮影

⑫ 精算

1日～7日程度

当日

撮影許可申請のながれ

1日～7日程度

申込者様都合による


